
徳
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号

庁

中

一

般

各

教

育

機

関

徳
島
県
教
育
委
員
会
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
六
月
八
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

浩

一

徳
島
県
教
育
委
員
会
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
教
育
委
員
会
文
書
規
程
（
平
成
十
三
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

電
子
署
名

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
す
る
こ
と
が

で
き
る
情
報
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
措
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

イ

当
該
情
報
が
当
該
措
置
を
行
っ
た
者
の
作
成
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
も
の
で

あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
情
報
に
つ
い
て
改
変
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

第
五
条
第
一
号
中
「
あ
て
」
を
「
宛
て
」
に
、
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
、
「
主
務
課
に
」
を
「
主

務
課
等
に
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
本
文
中
「
（
そ
の
保
存
期
間
が
一
年
未
満
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
削
り
、
「
用
紙
に
出
力
し
、
そ
の
余
白
に
主
務
課
収
受
印
を
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
軽
易

な
も
の
を
除
き
、
電
子
文
書
の
フ
ァ
イ
ル
名
に
収
受
し
た
年
月
日
を
追
記
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項

た
だ
し
書
を
削
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
立
案
年
月
日
」
の
下
に
「

、
分
類
記
号
、
保
存
期
間
」
を
、
「
文
案
」
の
下
に
「
、
事
案
の
処
理
に
必
要
な
書
類
」
を
加
え
、
「
こ

と
」
を
「
方
法
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
事
案
の
処
理
に
必
要
な
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
が
大
量
で
あ
る
等
の
理
由
に
よ
り

電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
主
務
課
長
が
認
め
る
場
合
は
、

登
録
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
登
録
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
書
類
（
第

十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
「
登
録
が
困
難
な
書
類
」
と
い
う
。
）
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
回
議
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
案
に
係
る
立
案
は
、
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ

ム
に
文
書
件
名
等
（
文
案
及
び
事
案
の
処
理
に
必
要
な
書
類
を
除
く
。
）
を
登
録
す
る
方
法
に
よ
り
作

成
し
た
立
案
用
紙
（
様
式
第
七
号
）
に
よ
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

秘
密
に
属
す
る
事
案
で
あ
る
等
の
理
由
に
よ
り
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
文
案
を
登
録

す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
主
務
課
長
が
認
め
る
事
案

二

電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
以
外
の
専
用
シ
ス
テ
ム
（
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
特
定
の
事

案
の
処
理
を
行
う
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
第
三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用
し

て
文
案
を
作
成
す
る
た
め
、
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
文
案
を
登
録
す
る
こ
と
が
事
務
の



効
率
性
を
著
し
く
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
主
務
課
長
が
認
め
る
事
案

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
立
案
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の

と
し
て
、
教
育
政
策
課
長
が
別
に
定
め
る
事
案

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
案
に
係
る
立
案
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

規
則
そ
の
他
の
規
程
（
こ
の
訓
令
を
除
く
。
）
で
立
案
の
様
式
を
定
め
て
い
る
事
案

当
該
様
式

を
用
い
る
方
法

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
軽
易
な
事
案
そ
の
他
の
教
育
政
策
課
長
が
別
に
定
め
る
事
案

教

育
政
策
課
長
が
別
に
定
め
る
方
法

第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
条
例
等
に
係
る
予
備
審
査
）

第
九
条
の
二

条
例
、
規
則
又
は
訓
令
の
立
案
に
当
た
っ
て
は
、
教
育
政
策
課
長
又
は
そ
の
指
定
す
る
者

の
予
備
審
査
を
受
け
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
立
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
第
六
号
中
「
の
規
定
に
よ
る
立
案
及
び
同
条
第
二
項
」
を
「
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
「
（

同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
案
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
「
及
び
同
項
」
を
「
並
び
に
同
条
第

一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に

よ
る
回
議
並
び
に
同
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
第
八
号
中
「
第
九
条
第
二

項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
回
議
す
る
書
類
並
び
に
同
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
を

同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
関
係
書
類
」
を
「
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
そ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
た

立
案
に
係
る
書
類
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
の
場
合
に
お
い
て
、
同
一
事
案
で
立
案
を
重
ね
る
も
の
は
、

適
宜
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
そ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
た
立
案
に
係
る
書
類
を
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ

ス
テ
ム
に
お
い
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
、
又
は
次
条
第
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
回

議
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
担
当
リ
ー
ダ
ー
以
外
の
担
当
に
属
す
る
職
員
の
回
議
の
順
序
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

第
十
三
条
中
第
五
項
を
第
七
項
と
し
、
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
に
、
そ
の
旨
を
明

示
し
な
け
れ
ば
」
を
「
の
左
上
欄
に
、
そ
の
旨
を
記
入
し
た
付
せ
ん
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
案
文
書
を
回
議
す
る
と
き
は
、
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用

し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
立

案
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
が
困
難
な
書
類
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
教
育
政
策
課
長
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
登
録
が
困
難
な
書
類
を
回
議
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
十
六
条
中
「
教
育
長
）
に
」
を
「
教
育
政
策
課
長
及
び
教
育
長
）
へ
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二

項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

条
例
、
規
則
又
は
訓
令
の
制
定
又
は
改
廃
に
係
る
立
案
文
書
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
第
一
項
及
び

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
回
議
を
経
た
後
、
教
育
政
策
課
長
及
び
教
育
長
へ
回
議
し
、
そ
の
審
査
を
受
け



な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条
の
見
出
し
中
「
押
印
」
を
「
押
印
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
浄
書
し
た
文
書
」
の

下
に
「
（
浄
書
し
た
電
子
文
書
を
除
く
。
次
項
並
び
に
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
」
を
、
「
、
公
印
」
の
下
に
「
（
契
印
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
」
を
加
え
、
同
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
性
質
又
は
内
容
に
よ
り
公
印
を
押
印
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

も
の
と
し
て
教
育
政
策
課
長
が
別
に
定
め
る
文
書

第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

浄
書
し
た
文
書
で
公
印
を
押
印
し
た
も
の
は
、
原
議
書
と
契
印
で
割
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
に
係
る
浄
書
し
た
文
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。第
二
十
一
条
第
三
項
中
「
、
県
の
機
関
に
対
す
る
も
の
及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
」
を

削
り
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
及
び
各
号
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
文
書

二

県
の
機
関
に
対
す
る
文
書

第
二
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

浄
書
し
た
電
子
文
書
の
う
ち
電
子
署
名
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
も
の
に
は
、
教
育
政
策
課
長

が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
署
名
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
案
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り

、
同
項
第
三
号
中
「
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
同
条

第
三
項
」
を
「
第
九
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
押
印
し
な
い
文
書
」
の
下
に
「
（
次
項
に

規
定
す
る
電
子
文
書
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
方
法
の
ほ
か
、
県
庁
総
合
サ
ー
ビ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
回
線
を
利
用
す
る
方
法

に
よ
る
送
信

第
二
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
署
名
を
行
っ
た
電
子
文
書
の
発
送
に
つ
い
て
は
、
当
該
電
子
文
書

の
送
受
信
を
行
う
た
め
に
整
備
さ
れ
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
利
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
十
一
条
第
二
号
中
「
軽
易
な
文
書
」
を
「
軽
易
な
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
（
そ
の
保

存
期
間
が
一
年
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
用
紙
に
出
力
し
、
そ
の
余
白
に
教
育
機
関
収
受

印
を
押
印
し
」
を
「
軽
易
な
も
の
を
除
き
、
電
子
文
書
の
フ
ァ
イ
ル
名
に
収
受
し
た
年
月
日
を
追
記
し
」

に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
こ
と
」
を
「
方
法
」

に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
事
案
の
処
理
に
必
要
な
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
が
大
量
で
あ
る
等
の
理
由
に
よ
り

電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
所
属
長
が
認
め
る
場
合
は
、
登

録
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
登
録
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
書
類
（
第
三

十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
「
登
録
が
困
難
な
書
類
」
と
い
う
。
）
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
回
議
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。



第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
案
に
係
る
立
案
は
、
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ

ム
に
文
書
件
名
等
（
文
案
及
び
事
案
の
処
理
に
必
要
な
書
類
を
除
く
。
）
を
登
録
す
る
方
法
に
よ
り
作

成
し
た
立
案
用
紙
に
よ
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

秘
密
に
属
す
る
事
案
で
あ
る
等
の
理
由
に
よ
り
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
文
案
を
登
録

す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
所
属
長
が
認
め
る
事
案

二

電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
以
外
の
専
用
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
文
案
を
作
成
す
る
た
め
、

電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
文
案
を
登
録
す
る
こ
と
が
事
務
の
効
率
性
を
著
し
く
損
な
う
お

そ
れ
が
あ
る
と
所
属
長
が
認
め
る
事
案

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
立
案
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の

と
し
て
、
教
育
政
策
課
長
が
別
に
定
め
る
事
案

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
案
に
係
る
立
案
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

規
則
そ
の
他
の
規
程
（
こ
の
訓
令
を
除
く
。
）
で
立
案
の
様
式
を
定
め
て
い
る
事
案

当
該
様
式

を
用
い
る
方
法

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
軽
易
な
事
案
そ
の
他
の
教
育
政
策
課
長
が
別
に
定
め
る
事
案

教

育
政
策
課
長
が
別
に
定
め
る
方
法

第
三
十
七
条
第
六
号
中
「
の
規
定
に
よ
る
立
案
及
び
同
条
第
二
項
」
を
「
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
「

（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
案
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
「
及
び
同
項
」
を
「
並
び
に
同
条

第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
九
号
中
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
回
議

並
び
に
同
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
第
八
号
中
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」

を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
回
議
す
る
書
類
並
び
に
同
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
を

同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
関
係
書
類
」
を
「
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
そ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
た

立
案
に
係
る
書
類
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
の
場
合
に
お
い
て
、
同
一
事
案
で
立
案
を
重
ね
る
も
の

は
、
適
宜
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
そ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
た
立
案
に
係
る
書
類
を
電
子
決
裁
・
文
書
管

理
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
、
又
は
次
条
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ

り
回
議
す
る
こ
と
。

第
三
十
八
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
担
当
リ
ー
ダ
ー
以
外
の
担
当
に
属
す
る
職
員
の
回
議
の
順
序
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

第
三
十
八
条
中
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
第
三
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
明
示
し
な
け
れ

ば
」
を
「
記
入
し
た
付
せ
ん
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一

項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
案
文
書
を
回
議
す
る
と
き
は
、
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り

立
案
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
が
困
難
な
書
類
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
教
育
政
策
課
長
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
登
録
が
困
難
な
書
類
を
回
議
し
な
け
れ
ば



な
ら
な
い
。

第
四
十
四
条
の
見
出
し
中
「
押
印
」
を
「
押
印
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二

号
を
第
一
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
性
質
又
は
内
容
に
よ
り
公
印
を
押
印
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

も
の
と
し
て
教
育
政
策
課
長
が
別
に
定
め
る
文
書

第
四
十
四
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

浄
書
し
た
文
書
で
公
印
を
押
印
し
た
も
の
は
、
原
議
書
と
契
印
で
割
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
に
係
る
浄
書
し
た
文
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

第
四
十
四
条
第
三
項
中
「
、
県
の
機
関
に
対
す
る
も
の
及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
」
を

削
り
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
及
び
各
号
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
文
書

二

県
の
機
関
に
対
す
る
文
書

第
四
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

浄
書
し
た
電
子
文
書
の
う
ち
電
子
署
名
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
も
の
に
は
、
教
育
政
策
課
長

が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
署
名
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
案
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り

、
同
項
第
三
号
中
「
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び

同
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
第
四
号
を
第
五
号
に
改
め
、
第
三

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
方
法
の
ほ
か
、
県
庁
総
合
サ
ー
ビ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
回
線
を
利
用
す
る
方
法

に
よ
る
送
信

第
四
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
署
名
を
行
っ
た
電
子
文
書
の
発
送
に
つ
い
て
は
、
当
該
電
子
文
書

の
送
受
信
を
行
う
た
め
に
整
備
さ
れ
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
利
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
第
七
条
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定
の
う
ち
電
子
文
書
に
係
る
部
分
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行

の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
収
受
す
る
電
子
文
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に

収
受
し
た
電
子
文
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

改
正
後
の
第
二
十
一
条
及
び
第
四
十
四
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
立
案
す
る
文
書
に
つ
い
て
適

用
し
、
施
行
日
前
に
立
案
し
た
文
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

改
正
後
の
徳
島
県
教
育
委
員
会
文
書
規
程
の
規
定
中
文
書
の
立
案
、
回
議
及
び
発
送
に
係
る
部
分
は

、
施
行
日
以
後
に
立
案
す
る
文
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
立
案
し
た
文
書
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。


